
 

 

第十四号書式（第十条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

１. 認定の日付  令和８年３月 30 日 

 

２. 事業基盤強化計画認定番号  認定事業基盤強化計画第 53 号 

 

３. 認定事業基盤強化事業者の名称  株式会社三浦造船所 

 

４. 認定事業基盤強化計画の概要 

 

（１）事業基盤強化の実施時期 

開始時期：2026 年４月 

終了時期：2031 年３月 

 

（２）事業基盤強化の内容 

カーボンニュートラル社会を見据え、内航船の省エネ化に貢献する環境性能の

高い特定船舶やゼロエミッション船等を提供できる体制を整える。 

具体的には、国内初の内航 EV コンテナ船の開発・建造を行うとともに、同船か

ら得られる知見を様々な船種に順次適応することで、多様な船種に対応可能とい

う強みを活かしつつ、環境性能に対するマーケットニーズに応えていく。 

また、今後拡大するゼロエミッション船等の建造需要に対応するため、各種設

備投資を行う。 

 

（３）事業基盤強化を行う場所の住所 

 大分県佐伯市大字鶴望 4900 番地 

 大分県佐伯市大字海崎字片山沖 842 番 4 

 大分県佐伯市鶴谷町１丁目７番 35 号 

 

（備考） 

「４．認定事業基盤強化計画の概要」中、認定事業基盤強化事業者の営業上の秘

密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。 


